
「自動車リサイクル法がスタートすると･･･」

～ある解体業者さんの１日～
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引取業者（登録）引取業者（登録）

フロン類回収業者（登録）フロン類回収業者（登録）

解体業者（許可）解体業者（許可）

破砕業者［プレス･せん断処理、シュレッダー処理］（許可）破砕業者［プレス･せん断処理、シュレッダー処理］（許可）

自動車リサイクル法における都道府県知事等への登録･許可
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解体業者が車両を引き取る場合

１．引取業者（販社、整備業者等）から引取る
解体業者として引き取る

フロン類回収業者として引き取る

①エアコンが装備されていない場合

②エアコンが装備されている場合

２．フロン類回収業者から引取る
①フロン類は回収済み 解体業者として引き取る

３．最終所有者から直接車両を引取る
引取業者として引き取る
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使用済自動車引取り

部品取り

フロン類回収

エアバッグ類取外回収
（車上作動処理）

解体自動車（廃車ガラ）の引渡し

プレス・せん断処理

事前処理（タイヤ、バッテリー外し）

解体業者による使用済自動車処理の流れ

パターンⅠ
・フロン類回収業者
・解体業者
・破砕業者
としての役割

パターンⅡ
・引取業者
・フロン類回収業者
・解体業者
・破砕業者
としての役割
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「パターンⅠ」
～フロン類回収業者、解体業者、破砕業者としての役割を実施～

・引取業者（販社、整備業者等）から使用済自動車を引き取る

・フロン類は「有」

・エアバッグ類は「有」
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「パターンI」の場合、解体業者の役割は?

フロン類回収業者

解体業者

破砕業者

フロン類の回収

エアバッグ類の取外回収･車上作動処理
再資源化基準に従った解体

破砕前処理基準に従ったプレス･せん断処理
廃車ガラの引渡し

の役割を担うことになる
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フロン類回収業者

解体業者

破砕業者
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フロン類回収業者としての役割

フロン類が「有」の

使用済自動車の「引取報告」
を行う

フロン類を回収した

使用済自動車の
「引渡報告（※）」を行う

フロン類の回収･引渡しと
「フロン類の引渡報告」を行う

・荷姿作成
・都度入力
・フロン類の「引渡報告」

※フロン類回収業者（自社）から

解体業者（自社）への引渡報告
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フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」

自動車リサイクルシステムのホームページにアクセス!

9

「事業者向け」を選択

（アドレス; http://www.jars.gr.jp）

http://www.jars.gr.jp/
http://www.jars.gr.jp/


フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」

該当する工程を選択
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フロン類回収業者用の
事業所コード/パスワードを入力

登録完了通知書（フロン類回収業
者用）に記載された事業所コード･
パスワードを入力

※ フロン類回収業者と解体業者の

事業所コード･パスワードは
異なります!!

フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」

「引取報告」を選択



リサイクル券や実車の車台番号を確認して
報告する車台を選択

フロン類「有」の使用済自動車の「引取報告」
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初めて充てん 追加充てん 満タンボンベの引渡しフ
ロ
ン
類
の
回
収･

引
渡
し

荷姿作成

フロン類を初めて充てん
した時に、ボンベ番号を
入力して荷姿をつくる

フロン類を追加充てんし
た都度、追加充てんした
車台を都度入力する

ボンベ満タンで指定
引取場所に引き渡す際、
引渡報告する

都度入力 引渡報告

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

フロン回収破壊法対象のフロン類と自動車リサイクル法対象のフロン類の混在も可能

指
定
引
取
場
所

フロン類の回収･引渡しと「フロン類の引渡報告」

大型ボンベ
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二度引きによる回収

一定時間経過後の再度回収（二度引き）の

徹底をお願いします。

一回！二回！
必ず回収！

フロン類の回収
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高圧ボンベの管理
・有効期限（検査）に注意
・過充てん禁止

大型ボンベ
（３０ｋｇ以下のボンベを使用）

白色の油性塗料等でガスの種別
＜CFC12用、HFC134a用＞

を明記！

フロン類の回収
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フロン類の引渡し（メーカー直送）の
「引渡報告」を選択

• フロン類指定引取場所の事業所コード
• ボンベ番号
• フロン類種別 の入力･選択

「 荷 姿 作 成 」

初めて充てん
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ボンベにフロン類を充てんした車台を選択

初めて充てん

「 荷 姿 作 成 」
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「引渡先確定済荷姿の一覧」を選択

フロン類を追加充てんした
ボンベを選択

「 都 度 入 力 」

追加充てん
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ボンベに回収した車台
情報をメモしておき、
１日分をまとめて入力
すると便利

ボンベにフロン類を追加充てんした車台を選択

追加充てん

「 都 度 入 力 」
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簡
単
便
利

フロン類
回収業者

フリーダイアルで受付

ヤマトコンタクトサービス（株）
0120-260-994

ヤマト運輸（株）が集荷時に専用伝票（自動車
フロン類引渡状兼用）をお持ちします。

下敷き参照

フ ロ ン類の引渡し

ヤマト運輸（株）への集荷依頼時には、
○事業所コード
○荷姿ID
○ボンベ･パレット番号 等

をお知らせください。

〔指定着払方式の場合〕

電話/FAX

※ 来年1月1日以降は、フロン回収破壊法対象のフロン類が
充てんされたボンベ（自動車リサイクル法対象のフロン類
との混在も可）の集荷依頼連絡もヤマトコンタクトサー
ビス（株）にご連絡ください。

http://www.kuronekoyamato.co.jp/
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〈引渡報告画面を印刷してコンタクトサービスにFAXする場合の記入例〉

フ ロ ン類の引渡し

荷姿IDとボンベ･パレット番号は
表示されています（記入不要）

運搬を依頼する大型
ボンベ･専用パレット
をチェックします

ボンベ･パレットサイズ集荷希望日･集荷希望時間帯

3月3日
16時～18時 20kgボンベ

フロン類の集荷依頼をFAXで行う場合
「ボンベ･パレット集荷依頼票」 「フロン類引渡報告画面」

のどちらかをFAX
または
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フ ロ ン類の引渡し

自動車フロン類引渡状

集荷依頼時に連絡された「荷姿ID」「ボンベ･
パレット番号」等が記入された専用伝票を
ヤマト運輸が持参します。

これが自動車フロン類引渡状になるため、
別途作成は不要。
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「フロン類の引渡報告」

満タンになるまでフロン類を
充てんした車台を選択

引渡報告を行うボンベを選択し、センターへ報告

指
定
引
取
場
所

満タンボンベの引渡し



「フロン類の再利用車台連絡」

フロン類を再利用する場合も、再利用のボンベにフロン類を充てんの都度、
車台ごとに電子マニフェストシステムで「再利用車台連絡」を行います

「フロン類再利用車台連絡」を選択

再利用する年度とともに車台を選択
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「フロン類年次報告」を選択

「フロン類年次報告」

毎年度終了後1ヶ月以内（4月末まで）に、前年度の引渡量･再利用量･保管量に
ついて、年次報告を実施

報告する年度を選択
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自動的に計算します自動的に計算します自動的に計算します

「フロン類年次報告」

「年次報告」もそれまで報告
された情報をシステムで集計
して利用するので便利

自動車メーカー等への引渡量、
再利用量、保管量を入力



「解体業者」としての自社の事業所コードを入力します。

フロン類を回収した使用済自動車の「引渡報告」

解体業者への「引渡報告」を選択
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報告する車台を選択

「自社運搬、又は引渡先運搬」を選択

フロン類を回収した使用済自動車の「引渡報告」

再度確認してセンターへ報告



フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行

〔フロン類の引渡方法〕

フロン回収破壊法対象フロン類のみ
充てんしたボンベ

自動車フロン類管理書を添付

混在されたボンベ

自動車フロン類管理書

+ を添付

自動車フロン類引渡状

自動車リサイクル法対象フロン類のみ
充てんしたボンベ

自動車フロン類引渡状を添付

〔自動車フロン券の利用〕

すでに購入済みで未使用の「自動車フロン券」は、本年中に使い切ってください

本年中に使用できなかった「自動車フロン券」については、2005年1月1日以降、
申請を行うことにより自動車リサイクル料金に充当することができます
（2005年6月30日までに申請が必要）

「自動車フロン券」の払戻しは行いません
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フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行

お支払場所の受領印があること

本票と廃棄者控えが切り離されていないこと

著しい破損、汚損がなく、バーコードが読み
取れること

未使用であり、自動車フロン類管理書に
貼り付けられていないこと

〔自動車フロン券の自動車リサイクル料金への充当〕

2005.06.30
○○ストアー

◇◇◇店

2004年12月31日までにすでに販売されており、リサイクル料金が未預託の
自動車が対象
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フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への移行

〔自動車リサイクル料金への充当の申請方法〕
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規定の申請書に必要事項を記載し、
未使用の自動車フロン券を貼付。

2005年1月1日～6月30日（当日消印有効）

申請受付期間

申請する車両の車検証の写しを添付。

申請に必要な自動車フロン券枚数および
充当金額は車種区分（乗用車･小型バス･
大型バス）ごとに異なります。
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